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熊谷市建設工事の成績評定に関する要綱

平成１７年１０月１日  

訓令第６４号  

（趣旨）

第１条 この訓令は、市が発注する建設工事の受注者の施工体制等に対し、指導し、

又は助言する際の指針とするとともに、建設工事の請負等の競争入札参加者の適正

な選定の基準とするため、建設工事の成績評定（以下「評定」という。）に関し、

必要な事項を定めるものとする。

（評定の対象）

第２条 評定の対象は、原則として１件の請負代金額が５００万円以上の建設工事と

する。

（評定者）

第３条 評定を行う者は、熊谷市建設工事執行規則（平成１７年規則第１６６号。以

下「執行規則」という。）第９条に規定する監督員（以下「監督員」という。）及び

熊谷市建設工事検査規則（平成１７年規則第１６７号。以下「検査規則」とい

う。）第７条に規定する工事検査員（以下「工事検査員」という。）とする。

（評定の実施等）

第４条 監督員は、受注者が建設工事の完成を通知した後、当該工事の完成検査まで

の間に評定を行うものとする。

２ 工事検査員は、建設工事の完成検査に合格した後、直ちに評定を行うものとする。

３ 監督員及び工事検査員は、発注した建設工事ごとに、監督又は検査により確認し

た事項に基づき、独立して適正かつ公正に評定を行うものとする。ただし、当該建

設工事の監督員又は工事検査員が２人以上の場合においては、それらの者がそれぞ

れ協議の上、評定を行うものとする。

４ 監督員及び工事検査員は、市長が別に定める基準に基づき、発注した建設工事ご

とに建設工事成績評定表（様式第１号）及び細目別評定点採点表（様式第２号）

（以下これらを総称して「評定表等」という。）により、評定を行うものとする。

５ 前条に規定する評定を行う者は、建設工事における特性、創意工夫、社会性等に

ついて、当該工事全般を通じて特に優れた技術等を評価するものとする。

６ 受注者は、施工した建設工事について、建設工事における特性、創意工夫、社会

性等に関する実施状況報告書（様式第３号）を工事完成通知書に添えて提出するこ

とができる。

（評定の報告）

第５条 監督員及び工事検査員は、前条（第６項を除く。）の規定による評定を行っ

たときは、直ちに評定表等を総務部契約課長に送付するものとする。

（資格審査の資料）

第６条 第４条（第６項を除く。）の規定による評定の結果は、熊谷市建設工事請負

等競争入札参加者の資格等に関する規則（平成１８年規則第８１号）第８条第１項

に規定する審査の資料とするものとする。

（評定結果の通知）

第７条 市長は、検査規則第４条の規定に基づく検査（同条第１号に該当するものに

限る。）の終了後、遅滞なく、当該工事の受注者に対して、評定の結果を工事成績

評定結果通知書（様式第４号）により通知するものとする。

（評定内容の説明）
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第８条 前条の規定に基づく通知を受けた者（以下「被評定者」という。）は、評定

の内容について説明を求めることができる。

（疑義の申出）

第９条 被評定者は、評定の内容に疑義があるときは、第７条の規定に基づく通知を

受けた日の翌日から起算して１４日以内に、工事成績評定結果疑義申出書（様式第

５号）により疑義の申出をすることができる。

２ 市長は、前項の規定による疑義の申出を受けたときは、工事成績評定審査委員会

（以下「委員会」という。）により疑義及び評定の内容を審査し、工事成績評定結

果疑義申出回答書（様式第６号）により回答しなければならない。

（委員会の設置等）

第１０条 被評定者からの疑義の申出に関し、厳正かつ公正に審査するため、委員会

を置く。

２ 委員会の委員長は、総務部契約課長をもって充てる。

３ 委員会の委員は、工事検査員の職にある職員の中から、委員長が指名する。ただ

し、当該工事の工事検査員である職員を除くものとする。

４ 委員会は、委員長が招集する。

５ 委員長は、審査に当たり必要に応じて、当該工事の受注者、監督員又は工事検査

員の出席を求めることができる。

（評定の修正）

第１１条 市長は、第９条第２項による審査の結果、当該評定を修正する必要がある

と認められる場合は、建設工事成績報告書の修正を行うものとする。

２ 市長は、前項の規定による修正を行ったときは、遅滞なくその結果を、工事成績

評定結果修正通知書（様式第７号）により被評定者へ通知するものとする。

（評定結果の公表）

第１２条 市長は、第７条及び前条第２項の規定による通知をしたときは、遅滞なく

評定結果を工事成績評定結果表(様式第８号)により公表するものとする。

２ 前項の規定による公表は、総務部契約課において工事成績評定結果表を閲覧に供

することにより行う。

３ 閲覧に供する期間は、当該工事が完成した翌年度末までとする。

（その他）

第１３条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成１７年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令の施行の日の前日までに、合併前の熊谷市建設工事の成績評定に関する

要綱（平成９年熊谷市訓令第８号）の規定によりなされた手続その他の行為は、こ

の訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

（江南町の編入に伴う経過措置）

3 江南町の編入の日の前日までに、編入前の江南町建設工事の成績評定に関する要

綱（平成１４年江南町要綱第１号）の規定によりなされた手続その他の行為は、こ

の訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則（平成１９年１月３１日訓令第１７号）

この訓令は、平成１９年２月１３日から施行する。
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附 則（平成１９年３月３０日訓令第４４号）

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年６月２９日訓令第５８号）

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則（平成２２年１月２９日訓令第３号）

（施行期日）

１ この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第７条から第１１条までの規定は、この訓令の施行の日以後に完成検査

を行った建設工事に係る成績評定について適用し、同日前に完成検査を行った建設

工事に係る成績評定については、なお従前の例による。

附  則（平成２４年３月３０日訓令第６号）

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。

附  則（平成２５年３月３０日訓令第８号）

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。

  附 則（平成３１年３月２６日訓令第３号）

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則（令和２年３月２４日訓令第９号）

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。
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様式第１号（第４条関係）

建設工事成績評定表

主管課長確認印

工 事 名 請 負 代 金 額 円 発 注 課 所 名

工 事 場 所
工 期

から 完 成 年 月 日

受 注 者 名 まで 完成検査年月日

考 査 項 目
担 当 監 督 員 氏 名 総 括 監 督 員 氏 名 工 事 検 査 員 （ 中 間 ） 氏 名 工 事 検 査 員 （ 中 間 ） 氏 名 工 事 検 査 員 （ 完 成 ） 氏 名

印 印 印 印 印

項 目 細 別 a b c d e a a’  b b’ c d e a a’  b b’ c d e a a’  b b’ c d e a a’  b b’ c d e

１ 施工体制
Ⅰ 施工体制一般

Ⅱ 配置技術者

２ 施工状況

Ⅰ 施工管理

Ⅱ 工程管理

Ⅲ 安全対策

Ⅳ 対外関係

３ 出来形及

び出来栄え

Ⅰ 出来形

Ⅱ 品質

Ⅲ 出来栄え

４ 工事特性 Ⅰ 施工条件等への対応

５ 創意工夫 Ⅰ 創意工夫

６ 社会性等 Ⅰ 地域への貢献等

加減点合計（１＋２＋３＋４＋５＋６）      点       点       点        点        点

評 定 点 ①    点 ②     点 ③     点 ③      点 ④      点

評 定 点 計

７ 法 令 遵 守 等 －     点

総 評 定 点               評定点計         点 － 法令遵守等                             点 ＝      点

８ 総合評価

  技術提案
技術提案履行確認 履行 ・ 不履行 ・ 対象外

所 見

（担当監督員） （総括監督員） （工事検査員）
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様式第２号（第４条関係）

細目別評定点採点表

考 査 項 目 細 別 ① 担 当 監 督 員 ② 総 括 監 督 員 ③工事検査員（中間） ③工事検査員（中間） ④工事検査員（完成） 細目別評定点 得点割合

１ 施工体制

Ⅰ 施工体制一般

Ⅱ 配置技術者

２ 施工状況

Ⅰ 施工管理

Ⅱ 工程管理

Ⅲ 安全対策

Ⅳ 対外関係

３ 出来形及び出来栄え

Ⅰ 出来形

Ⅱ 品質

Ⅲ 出来栄え

４ 工事特性
Ⅰ 施工条件等への

対応

５ 創意工夫 Ⅰ 創意工夫

６ 社会性等 Ⅰ 地域への貢献等

７ 法令遵守等

総評定点 １００点

８ 総合評価技術提案 技術提案履行確認 履行 不履行 対象外
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様式第３号（第４条関係）

建設工事における特性、創意工夫、社会性等に関する実施状況報告書

工 事 名

項 目 評価 内 容

実施 内 容

（説明）

（添付図）

備考 説明資料は、簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
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様式第４号（第７条関係）

文書記号第     号  

年  月  日  

          様

熊谷市長 氏名 印  

  工事成績評定結果通知書

熊谷市建設工事の成績評定に関する要綱第７条の規定により、工事成績評定結果を

通知します。

記

工事名

工事場所

工期     年 月  日から 年  月  日まで

請負代金額 金          円

工事成績評定結果

項目 細別 細目別評定点

１ 施工体制
Ⅰ 施工体制一般 ／      点

Ⅱ 配置技術者 ／      点

２ 施工状況

Ⅰ 施工管理 ／      点

Ⅱ 工程管理 ／      点

Ⅲ 安全対策 ／      点

Ⅳ 対外関係 ／      点

３ 出来 形及び

出来栄え

Ⅰ 出来形 ／      点

Ⅱ 品質 ／      点

Ⅲ 出来栄え ／      点

４ 工事特性 Ⅰ 施工条件等への対応 ／      点

５ 創意工夫 Ⅰ 創意工夫 ／      点

６ 社会性等 Ⅰ 地域への貢献等 ／      点

７ 法令遵守等 （減点のみ） ―      点

総評定点 ／      点
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様式第５号（第９条関係）

年  月  日  

熊谷市長 氏名 宛

住所           

疑義申出者 商号又は名称       

代表者 氏名 印

   工事成績評定結果疑義申出書

下記工事の成績評定結果について、疑義を申し出ます。

記

１ 工事名

２ 工事場所

３ 申出事項

４ 申出根拠



- 9 -

様式第６号（第９条関係）

文書記号第     号  

年  月  日  

          様

熊谷市長 氏名 印  

   工事成績評定結果疑義申出回答書

   年 月  日付で申出のあった申出事項等について、下記のとおり回答しま

す。

記

１ 工事名

２ 工事場所

３ 申出事項への対応

４ ３の理由
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様式第７号（第１１条関係）

文書記号第     号  

年 月  日  

          様

熊谷市長 氏名 印  

  工事成績評定結果修正通知書

下記の工事成績評定結果について、修正を行ったので、熊谷市建設工事の成績評定

に関する要綱第１１条第２項の規定により通知します。

記

工事名

工事場所

工期     年 月  日から 年  月  日まで

請負代金額 金          円

修正後の工事成績評定結果

項目 細別 細目別評定点

１ 施工体制
Ⅰ 施工体制一般 ／      点

Ⅱ 配置技術者 ／      点

２ 施工状況

Ⅰ 施工管理 ／      点

Ⅱ 工程管理 ／      点

Ⅲ 安全対策 ／      点

Ⅳ 対外関係 ／      点

３ 出来 形及び

出来栄え

Ⅰ 出来形 ／      点

Ⅱ 品質 ／      点

Ⅲ 出来栄え ／      点

４ 工事特性 Ⅰ 施工条件等への対応 ／      点

５ 創意工夫 Ⅰ 創意工夫 ／      点

６ 社会性等 Ⅰ 地域への貢献等 ／      点

７ 法令遵守等 （減点のみ） ―      点

総評定点 ／     点
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様式第８号（第１２条関係）

     工事成績評定結果表

工 事 名

工 事 場 所

発注者(発注課所)

工 期

請 負 代 金 額

完 成 検 査 年 月 日

受 注 者

総 評 定 点


